
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2025年 12月 4日（木） 

13:30～15:30 
 

アピセ・関 第１会議室 
関市平和通 7-5-1 TEL：0575-24-6767 

【講 師】 三宅社会保険労務士事務所  

特定社会保険労務士 事務局長 

【内 容】        １． 高齢者雇用安定法の解説 
・65 歳までの雇用確保措置の義務化、70 歳までの就業機会確保措置の努力義務について 

 

２．  就業規則の整備・見直しのポイントについて 
 

３．  高齢者雇用の様々なリスク対策 
 

４． 取り組み企業の活用事例紹介について 

●対 象 者： 経営者、管理職、人事労務担当者（定員：３０人  先着順） 11/28(金 )締切  

 ※中濃支部以外の会員企業の方も参加可能です。  
 

●お申込み ： 申込書に必要事項をご記入の上、FAX（058-266-1153）にてお送りください。 

      当協会 HP「現在募集中のセミナー」からもお申込みいただけます。 

※参加証は発行しません。当日、直接会場にお越しください。 
 

◆◆中濃支部主催 ７０歳雇用に向けた人材活用セミナー（12/4 開催）参加申込書◆◆ 

会社名  
TEL      ―      ― 

FAX      ―      ― 

参加者名 

（所属・役職） （氏名） E-mail 

（所属・役職） （氏名） E-mail 

※本申込書にご記入いただいた個人情報は、当セミナー運営にかかる事項以外の用途には使用いたしません。 

 ※ご不明な点等は事務局（担当：河合）までお問合せください。   

日時 会場 

2025年 12月 

７ ０ 歳 雇 用 に 向 け た 人 材 活 用 セ ミ ナ ー 

＜中濃支部 無料セミナー＞ 

セミナー終了後、質疑応答可 

TEL:058-266-1151 MAIL：jmk@gifukeikyo.org 

市橋 真 氏 

tel:058-266-1151

